
本庁舎本 松井田庁舎松 谷津庁舎谷 スポーツセンタース碓氷川クリーンセンターク

障害のある人のために
本 福祉課　松 住民福祉課

精神障害者保健福祉手帳
精神障害のため、長期にわたり日常生活または社会生活

への制約がある人が、いろいろな援護を受けるために必要
な手帳で、その人の状態により1～3級が交付されます。

在宅重度障害児介護手当
　身体障害者手帳（1級）を有する児童、および療育手帳
（Ａ1・Ａ2）を有する児童の保護者に対して手当てが支
給されます。月額1,000円。
　※施設に入所している場合は支給されません。

障害の種類 等　級
視覚障害 1～6級
聴覚障害 2～4級・6級
平衡機能障害 3級・5級
音声・言語・そしゃく機能障害 3級・4級
肢体不自由（上肢・下肢・体幹） 1～6級
内部障害（心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこ
う・直腸・小腸の機能障害） 1級・3級・4級

肝臓機能障害 1～4級
免疫機能障害 1～4級

身体障害者手帳
身体に障害のある人がいろいろな援護を受けるために

必要な手帳で、次のような障害がある人に交付されます。

※�上肢・下肢障害の等級は7級までありますが、7級の障
害の場合、単独では身体障害者手帳は交付されません。
※体幹障害は1～3・5級。

最重度 A1
重　度 A2・A3
中　度 B1
軽　度 B2

療育手帳
知的障害のある人がいろいろな援護を受けるために必要

な手帳で、心身障害者福祉センター・児童相談所の判定によ
り、次のような障害の程度に合わせた手帳が交付されます。

※�各種手当・年金の支給要件など、詳しくはお問い合わせください。

特別障害者手当
　身体障害、知的障害または精神障害などで著しく重
度の障害の状態にあるため、日常生活で常時特別な介
護を必要とする20歳以上の在宅の人に支給されます。
※�本人や扶養義務者の所得により支給されない場合が
あります。また、施設に入所している場合や3か月以
上継続して入院している場合は支給されません。

障害児福祉手当
　身体障害、知的障害または精神障害で重度の障害が
あるため、日常生活で常時介護を必要とする20歳末満
の在宅の子どもに支給されます。
※�本人や扶養義務者の所得により支給されない場合があり
ます。また、施設に入所している場合は支給されません。

加入資格
身体障害者手帳1～3級、療育手帳A1～B2、精
神障害者保健福祉手帳1・2級の交付を受けて
いる障害者を扶養する人

掛け金 加入者の年齢や所得により異なります。

加入口数 支払い年金月額
一口 20,000円
二口 40,000円

心身障害者扶養共済制度
　心身に障害のある人を扶養する人が加入者となり
（加入時に65歳未満であること）、毎月一定の掛け金を
支払えば、万一、加入者が死亡または重度障害者になっ
たとき、障害者に終身一定の年金を支給します。

※今後、金額は変更になる場合があります。

介護・福祉
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自立支援医療（精神通院）
　指定医療機関の外来における精神疾患の医療が自己
負担額1割で受けられます（所得や疾病の状態により月
額の上限が設定される場合があります）。所定の申請書
と診断書などの提出により受給者証を交付します。

移動支援事業
　居宅で生活している人で、屋外での移動に著しい制
限のある人に対し、社会生活上必要不可欠な外出およ
び余暇活動や社会参加のための外出支援を行います。
所得に応じた自己負担があります。
※�通院、通学および通勤などの利用は対象外です。同行援
護または行動援護の給付が優先される場合があります。
対象者

　身体障害者手帳1・2級を所持する人、身体障害者手帳
を所持する視覚障害のある人、療育手帳を所持する人、
精神障害者保健福祉手帳を所持する人

医療的ケア支援
　医療的なケアを必要とする人で、看護師を配置して
いない保育所・学校・施設などに看護師を派遣し、たん
の吸引・経管栄養などの比較的短時間に処置が完了す
る医療行為を行います。所得に応じた自己負担があり
ます。

日中一時支援事業
　日中において、介護者が家庭において介護ができな
い場合に、一時的に事業所で見守り、障害のある人に活
動の場を提供し、社会に適応するための日常生活の訓
練などを行います。所得に応じた自己負担があります。
対象者

　身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人

登録介護者事業・サービスステーション事業
　介護する保護者が都合により介護ができなくなっ
た場合に、本市に登録している介護者や契約している
サービスステーションに一時的に介護を依頼します。
対象者

　在宅の知的障害児（者）、重度身体障害児（者）（65歳以
上を除く）、中軽度身体障害児
費用

　登録介護者利用：30分150円、サービスステーション
利用：30分350円
※今後、金額は変更になる場合があります。

難聴児補聴器等購入等支援事業
　軽・中度難聴のある児童の補聴器等の購入、更新又は
修理に要する費用の一部を助成します。
対象者

　身体障害者手帳の交付対象にならない軽・中度の難
聴で、市に住所のある18歳未満の児童（聴力レベルや保
護者の所得に制限があります）。

小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業
　小児慢性特定疾患児に対し、日常生活用具を給付します。
対象者

　小児慢性特定医療費医療受給者証を持っている児童
（各給付種目により、対象者の指定があります。）
利用者負担

　所得に応じた自己負担があります。

日常生活用具の給付
　身体に重度の障害のある人および難病患者などに、
居宅でより快適に生活ができるように、日常生活用具
を給付しています。所得に応じた自己負担があります。

補装具の交付・修理
　就業や日常生活の向上のために、歩行補助杖、白杖、
補聴器、義足、義手、車いすなどの補装具の交付・修理を
行っています。所得に応じた自己負担があります。
※介護保険が優先される場合があります。

自立支援医療（育成医療）
　身体に障害のある児童または、そのまま放置すると
将来障害を残すと認められる疾患がある児童が、その
障害を除去・軽減する効果が期待できる手術などの治
療を行う場合に、自己負担額が1割に軽減されます（所
得や疾病の状態により月額の上限が設定される場合が
あります）。所定の申請書と医師意見書などの提出によ
り受給者証が交付されます。

自立支援医療（更生医療）
　身体障害者が、指定医療機関において医療（心臓手
術、じん移植手術など）を受けることにより、日常生活
または職業生活に適応するよう障害を除去または軽減
できる場合に自己負担額が1割に軽減されます（所得や
疾病の状態により月額の上限が設定される場合があり
ます）。所定の申請書と医師意見書などの提出により受
給者証が交付されます。

障害者の医療

障害者・難病患者などの日常生活の援助

障害の種類 給付用具

下肢・体幹機能障害・
難病患者など

入浴担架、入浴補助用具、特殊寝
台、移動・移乗支援用具、体位変換
器など

上肢障害・難病患者など 特殊便器など

視覚障害
ポータブルレコーダー・点字タイ
プライター・体重計・時計・拡大読
書器など

聴覚障害 ファクス・屋内信号装置・情報受
信装置など

内部障害 ストマ用装具など
そのほか 火災警報器・自動消火器など
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本庁舎 松井田庁舎 谷津庁舎 安中しんくみスポーツセンター碓氷川クリーンセンター本 松 谷 ク ス

思いやり駐車場利用証制度
　群馬県と協定を結んだ施設などにある思いやり駐車
場を、優先的に利用できる利用証を発行します。
対象者

　手帳をお持ちの人（※1）、介護保険認定者（要介護以
上）、特定疾患医療受給者、妊産婦（妊娠7か月～産後1年
の人）、傷病者（※2）
※1　�手帳については障害の種類、部位、級により異な

りますのでお問い合わせください。
※2　�傷病者については医療機関が発行した傷病名の

分かる書類が必要です。

人工透析などの通院交通費の助成
　じん臓や小腸の機能に障害があり身体障害者手帳を
所持する人で、人工透析療法や中心静脈栄養法、経腸栄
養法による医療を受けている人に、その医療を受ける
ための通院に要した交通費（自宅から医療機関の間）の
一部を助成します。※所得要件があります。

自動車運転免許取得費用補助
　肢体不自由による身体障害者手帳を所持し該当年度
の所得税年額12万円以下の人で、群馬県公安委員会の
指定した自動車教習所で免許を取得するための費用の
一部を補助します。
補助額

　所得に応じて補助率が変わります（補助基準限度額
21万円）。
※今後、金額は変更になる場合があります。

難病患者福祉手当
指定難病に該当する人で、診断書もしくは特定医療費

（指定難病）受給者証や小児慢性特定医療費医療受給者
証を持つ人に、福祉手当（月額2,000円）を支給します。
※今後、金額は変更になる場合があります。

人工肛門および人工膀胱造設者福祉手当
　人工肛門および人工膀胱の造設者に対し福祉手当
（月額2,000円）を支給します。
※今後、金額は変更になる場合があります。

手話通訳者、要約筆記者の派遣
　聴覚障害者が、手話通訳者または要約筆記者の派遣
を必要とするときに、本市から手話通訳者または要約
筆記者の派遣を行います。

訪問入浴サービス
　寝たきりなどにより家庭での入浴が困難な重度身体
障害者（児）を対象に、移動入浴車で訪問し、入浴の介助
を行います。

在宅重度障害児・者紙オムツ購入費補助
　市が定める物の中から紙オムツを選び（上限あり）、2
か月に1度支給、または年間3万6,000円を上限に償還
払いを行います。
対象者

　3歳以上65歳未満の心身に重度の障害がある在宅で
常時紙オムツが必要な人（入院や施設入所などで在宅
でなくなった場合は、休止または廃止になります。）
※今後、金額は変更になる場合があります。

身体障害者自動車改造費の補助
　該当年度の所得税年額12万円以下の人を対象に、肢
体不自由および聴覚障害による身体障害者手帳所持者
が所有する車を、本人が運転しやすいように制御装置な
どを設置する改造費用の一部を補助します。
補助限度額　10万円�※必ず改造前にご相談ください。

※今後、金額は変更になる場合があります。

住宅改造費の補助
　1・2級の下肢・体幹機能障害、1級の視覚障害または
1・2級の上肢障害（ただし、両上肢ともに4級以上）の身
体障害者手帳所持者がいる世帯で、該当年度の市民税所
得割額が16万円未満の世帯を対象に、障害者が暮らし
やすい住宅に改造するための費用の一部を補助します。
補助限度額　50万円�※必ず改造前にご相談ください。

※今後、金額は変更になる場合があります。
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在宅訪問理美容サービス
　理容・美容組合の協力店が自宅を訪問してヘアー
カットを実施します。
対象者

　理美容店に行くことが困難な障害者（詳しくは窓口
にお問い合わせください）
補助内容

　年間4枚を上限とし利用券を交付します。（申請月に
より利用券の枚数が異なります。）

ヘルプマークの交付
　援助または配慮を必要としていることを周囲に知ら
せるためのマークを交付します。
対象者

　身体障害・知的障害・精神障害・難病疾患のある人、妊
娠初期の人、その他

障害者就職支度金支給事業
　就労移行支援等の障害福祉サービスを利用して一般
就労をした障害者に対して就職支度金を支給します。
金額

　3万円
※今後、金額は変更になる場合があります。

ことばと発達相談室
　就学前のお子さんを対象に、ことばの発達や心配ご
とについての相談や、ことばの様子に応じたきめ細や
かな指導などの支援を行います。
相談日時

　火・木・金曜日（市役所閉庁日を除く）
　午前8時30分～午後4時30分
場所・問い合わせ先など

　谷 ☎ 027-345-3015
　本 福祉課
備考

　要予約
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本庁舎 松井田庁舎 谷津庁舎 安中しんくみスポーツセンター碓氷川クリーンセンター本 松 谷 ク ス

社会福祉� 本 福祉課　松 住民福祉課

生活困窮者自立支援� 本 福祉課

　生活に困窮する人の困りごとや抱えている不安につ
いて支援員が相談を受け、就労支援など問題解決に向
けた支援を行います。

ひきこもり相談� 本 福祉課

　ひきこもりの状態にある人やそのご家族に向けて相
談に応じます。

生活保護� 本 福祉課

　生活困窮者に対して、その困窮の程度に応じ必要な
保護を行い、最低生活の保障と自立助長を図ります。

名　称 郵便番号 所　在 電話番号
本所 379-0116 安中3-19-27 027-382-8397
松井田支所 379-0292 松井田町新堀245 027-393-3948

ボランティアセンター
ボランティアセンター
　ボランティア活動を始めたい人やボランティアを必
要としている人の相談に応じます。また、ボランティア
保険の加入代行を行います。
開設日　�毎日（祝日と12月29日～1月3日を除く）�

午前8時30分～午後5時15分

社会福祉協議会本所および支所
　誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくりを目指
し、地域福祉相談窓口を設置して、健康や福祉などに関
する情報を提供しています。また、地域に根差した福祉
活動を展開しています。戦没者・戦傷病者などの援護

　国により支給されている各種給付金や弔慰金などの
受け付け案内をします。

民生委員・児童委員
　生活上の悩みや福祉サービスを利用したいときなど
に、相談に応じ、支援を行います。

地域福祉
� 社会福祉協議会　☎ 027-382-8397

福祉全般の相談・支援
本 福祉課　松 住民福祉課
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事業名 対象者およびサービス内容等抜粋 申請窓口

配食支援

65歳以上の在宅高齢者（単身世帯・高齢者のみの世帯・同居者はいるが、日中高齢
者のみの世帯）で、食事の調理が困難な人に昼食の配達を行うことにより、良好な
健康状態の維持および向上を図ります。また、食事の配達を手渡しですることに
より安否の確認を行います。
※利用できるのは、昼食・週5回以内です（利用者負担あり）。
※緊急連絡先の登録が必要になります。

本 高齢者支援課
松 住民福祉課

見守り支援（緊急
通報装置の貸与）

65歳以上の在宅高齢者（単身世帯または高齢者のみの世帯）で、健康状態や身体状
況などの理由により緊急時の対応に支障のある人が対象です。固定電話の回線を
使用して装置を設置します（通信料は自己負担になります）。
※親族等の協力者を緊急連絡先として登録が必要になります。
※申請時には担当民生委員の意見が必要になります。

本 高齢者支援課
松 住民福祉課

在宅訪問理美容
サービス

65歳以上の在宅高齢者で、要介護4または5の人、あるいは要介護1から要介護3までの
人であって、単身世帯の外出困難な人、家族が高齢などで支援を得られない人が対象で
す。年間4枚を限度とし利用券を交付します（申請した月によって枚数が異なります）。
※協力店が自宅を訪問してヘアーカットを実施します。

本 高齢者支援課
松 住民福祉課

在宅寝たきり等高
齢者おむつサービ
ス

65歳以上の在宅高齢者で、寝たきり状態または認知症により常時失禁状態にあ
り、排尿および排便行為に介助が必要である人を対象に、紙おむつを給付限度額
以内で2ヵ月に1回給付します。入院や短期入所などで在宅を離れる場合は、休止
または廃止になります。
※対象者の所得税額により、紙おむつの給付限度額が異なります。

本 高齢者支援課
松 住民福祉課

高齢者住宅改造費
補助

65歳以上の在宅高齢者で介護保険の認定を受けている人が、在宅生活の維持のた
めに住宅を改造工事（増築・新築の場合は対象外）する場合に費用を補助します。
※対象工事費の6分の5の額、20万円を限度として補助します。
※工事をする前に申請・審査が必要になります。
※要介護度、世帯構成、生計中心者の所得税額による制限があります。
※介護保険制度で受けられる居宅介護住宅改修費の申請が優先になります。
※予算に達した時点で受付終了となります。

本 高齢者支援課
松 住民福祉課

ごみ出しサポート

75歳以上の在宅高齢者（単身世帯・75歳以上のみの世帯）で、家庭ごみをごみス
テーションに自ら出すことが困難であり、親族や近隣住民、介護サービス等によ
るごみ出しの支援が得られない世帯を対象に、週1回、ごみの戸別収集と声掛けを
行います。
※戸別回収ボックス代3,000円が必要です。

本 高齢者支援課
松 住民福祉課
ク 環境政策課

はり・きゅう・マッ
サージ施術料助成

70歳以上の高齢者が本市と契約している施術所で「はり」、「きゅう」、「マッサー
ジ」の施術を受けたときに、施術料の一部を助成します。年間4枚を限度とし割引
券を交付します（申請した月によって枚数が異なります）。
※対象者の所得税額により交付制限があります。

本 高齢者支援課
松 住民福祉課

温泉施設の熟年特
別割引券

70歳以上の高齢者を対象に、市内2か所の温泉施設で利用できる割引券を発行します。
※峠の湯と恵みの湯のフロントでも割引券を発行できます（本人確認が必要です）。
※割引券は本人のみ利用できます。

本 高齢者支援課
松 住民福祉課

タクシー料金補助
タクシー以外の交通機関を利用することが困難な在宅高齢者などを対象にタク
シー料金の一部を補助するタクシー券を交付します。
※お住まいの地域により申請窓口が異なりますのでお問い合わせください。

【安中地域】
本 高齢者支援課
【松井田地域】
松 住民福祉課

福祉車両の貸出

車椅子を使用する要援護高齢者や身体障害者を乗せて通院や買い物に出かける
ための福祉車両を貸出します。
※安中市社会福祉協議会本所　軽自動車1台　普通車1台
　安中市社会福祉協議会松井田支所　軽自動車1台
※ガソリンを満タンにして車両を返却してください。

社会福祉協議会
本所：☎ 027-382-8397
支所：☎ 027-393-3948

車椅子の貸出

加齢や病気、けがなどで日常生活に支障のある在宅高齢者を対象に、在宅生活の
維持や介護者の負担軽減を図るため、車椅子を貸出します（介護保険の給付が可
能な人は除きます）。
※貸出は無料です。

社会福祉協議会
本所：☎ 027-382-8397
支所：☎ 027-393-3948

高齢者福祉� 本 高齢者支援課　松 住民福祉課

高齢者福祉サービス
　高齢者の皆さんが健康でいきいき生活し、地域で安心して過ごすことができるようにさまざまなサービスを提供
しています。
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本庁舎 松井田庁舎 谷津庁舎 安中しんくみスポーツセンター碓氷川クリーンセンター本 松 谷 ク ス

事業名 対象者およびサービス内容等抜粋 申請窓口

老人福祉センター
（愛称：いきいき長
寿センター）

住所　安中市板鼻2086-1
開館時間　午前9時から午後4時30分まで
風呂利用時間　午前10時から午後3時まで
カラオケ利用時間　午前10時から午後3時まで
主な施設　大広間、学習室、娯楽室、浴場他
休館日　�毎週月曜日・祝日の翌日（その日が土・日または月曜日に当たるときは、

その後にくる火曜日が休館）・年末年始（12月28日から翌年1月4日ま
で）

利用料　市内居住者�65歳以上　1日　無料�
60歳以上65歳未満��　　1日100円�
65歳未満の身体障害者　1日� 50円�
60歳未満　　　　　　　1日210円

�　　　　　市外居住者　一律�　　　　　　　　1日310円
�　　　　　カラオケ利用料��　　　　　　　　　1曲100円
※入館時に住所と年齢を確認します。
※今後、金額は変更になる場合があります。

老人福祉センター
☎ 027-382-2929

高齢者福祉施設

　介護保険は、市が運営主体（保険者）となり、40歳以上の人が加入者（被保険者）になり保険料を納め、介護が必要に
なったときには、費用の一部（1～3割）を負担することで、介護保険サービスを利用できる制度です。

被保険者証
第1号被保険者

　65歳に到達する月に交付されます
第2号被保険者

　要介護認定を受けた人に交付されます

被保険者
第1号被保険者

　65歳以上の人
第2号被保険者

　40～64歳の医療保険に加入している人

介護保険� 本 高齢者支援課　松 住民福祉課
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（注）
※1　 世帯とは、4月1日現在の住民基本台帳（住民票）の世帯です。ただし、4月2日以降に転入や年齢到達で第1号被

保険者になった場合は、転入日・年齢到達日現在の世帯となります。 
※2　 課税年金収入額とは、市民税の課税対象となる年金（国民年金、厚生年金など）の収入額で、課税対象とならな

い年金（障害年金、遺族年金など）は含まれません。
※3　 この表において、合計所得金額とは、収入ごとに必要経費（給与の場合には給与所得控除額、年金の場合には公

的年金等控除額）を控除した額の合計で、所得控除（扶養控除や社会保険料控除など）をする前の額です。第1～
5段階の人は所得税法上の公的年金等に係る雑所得を控除した額（給与が含まれる場合は、給与所得から10万
円を控除した額）を用います。合計所得金額がマイナスとなる場合は、ゼロとみなします。土地売却等に係る特
別控除がある場合には、合計所得金額から長期譲渡所得に係る特別控除した金額を用います。 
令和7年度税制改正により、個人住民税に係る給与所得控除の最低保障額が10万円引き上げられましたが、介
護保険制度の安定運営のため、令和8年度介護保険料算定においては引き上げ前の算定方法となります（合計
所得金額が前年度と変わらなければ令和7年度と同額の保険料）。

対象となる人

段　階

基準額に
対する割合
（基準額＝
78,000円）

保険料
（年額）

住民税課税状況
判定基準額

本　人 世　帯（※1）
－ － 生活保護受給者

第1段階 0.285 22,300円

非課税
世帯全員が非課税

老齢福祉年金受給者
本人の前年の
課税年金収入額
（※2）
+

本人の前年の年金
以外の合計所得金額

（※3）

82.65万円以下
82.65万円超
120万円以下 第2段階 0.485 37,900円

120万円超 第3段階 0.685 53,500円

世帯員が課税
82.65万円以下 第4段階 0.9 70,200円
82.65万円超 第5段階 基準額 78,000円

課税 －
本人の前年の
合計所得金額
（※3）

120万円未満 第6段階 1.2 93,600円
120万円以上
210万円未満 第7段階 1.3 101,400円
210万円以上
320万円未満 第8段階 1.5 117,000円
320万円以上
420万円未満 第9段階 1.7 132,600円
420万円以上
520万円未満 第10段階 1.8 140,400円
520万円以上
620万円未満 第11段階 2.0 156,000円
620万円以上
720万円未満 第12段階 2.1 163,800円
720万円以上 第13段階 2.2 171,600円

保険料
　令和8年度の介護保険料

安中市役所　☎027-382-1111（代表）2026 安中市役所　☎027-382-1111（代表）202672
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保険料の納付
第1号被保険者

　老齢（退職）年金・遺族年金・障害年金受給者で年金額
が年額18万円以上の人は年金から保険料が天引きされ
ます（特別徴収）。それ以外の人は、納入通知書や口座振
替により納めます（普通徴収）。
第2号被保険者

　加入している医療保険の算定方式により決まりま
す。医療保険料と合わせて納めます。

介護サービスを利用するには
　窓口で介護認定の申請、又は事業対象者の判定を受
けてください。
1号被保険者（65歳以上の人）

　どんな病気やケガが原因で、介護や支援が必要に
なったかは問われません。
2号被保険者（40～64歳の人）

　特定疾病により介護や支援が必要になった時に、認
定を受けてサービスが利用できます。特定疾病以外の
交通事故や転倒などが原因の場合は介護保険は利用で
きません。
　※特定疾病
　　 筋萎縮性側索硬化症
　　 後縦靱帯骨化症
　　 骨折を伴う骨粗しょう症
　　 多系統萎縮症
　　 初老期における認知症
　　 脊髄小脳変性症
　　 脊柱管狭窄症
　　 早老症
　　 �糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病

性網膜症
　　 脳血管疾患
　　 �進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およ

びパーキンソン病
　　 閉塞性動脈硬化症
　　 関節リウマチ
　　 慢性閉塞性肺疾患
　　 �両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う

変形性関節症
　　 末期がん

①要介護（要支援）
　認定の申請

本人または家族などが本市の窓口に申
請します

⇩

②�訪問調査・主治
医の意見書

�本市職員または本市から委託を受け
た介護認定調査員が訪問し、心身の状
況などを調査します
主治医に意見書を作成してもらいます

⇩

③�介護認定審査会
の審査

訪問調査の結果と主治医の意見書をも
とに、どのくらいの介護が必要か保健、
医療、福祉の専門職が審査・判定します

⇩

④認定結果の通知 介護の必要度に応じて判定した結果を
本人に通知します。

⇩

⑤�介護サービス計
画（ケアプラン）
の作成

ケアマネジャーと相談してケアプラン
を作成します。
�事業対象者、要支援1・2の人
　�介護予防支援事業所（包括支援セン
ター等）と契約し、ケアプランを作成
します。
�要介護1～5の人
　�居宅介護支援事業所と契約し、ケアプ
ランを作成します。

⇩
⑥�介護サービスな
どの利用 費用の1～3割が利用者負担になります

申請から認定、サービス利用までの流れ

要介護1・2・3・4・5 介護サービス（在宅・施設）が利用できます

要支援1・2 介護予防サービス及び生活支援・介護予
防サービスが利用できます。

要介護区分

事業対象者
　事業対象者とは、65歳以上で、基本チェックリストを
実施し、基準に該当した方で、生活支援・介護予防サー
ビスが利用できます。
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区　分 在宅サービス 施設サービス 地域密着型サービス
（※2）

生活支援・介護予防
サービス

事業
対象者
（※1）

受けられません

受けられません

受けられません

訪問型サービス
　（ホームヘルプサー
　ビス）
通所型サービス
　（デイサービス）

要支援
1・2

介護予防訪問入浴介護
介護予防訪問リハビリテーション
介護予防居宅療養管理指導
介護予防訪問看護
介護予防通所リハビリテーション
介護予防短期入所生活介護
介護予防短期入所療養介護
介護予防特定施設入居者生活介護
介護予防福祉用具貸与
介護予防福祉用具購入費の支給
介護予防住宅改修費の支給

�介護予防認知症対応型通所
介護
�介護予防認知症対応型共同
生活介護（グループホーム）
（※3）
�介護予防小規模多機能型居
宅介護

要介護
1～5

訪問介護（ホームヘルプサービス）
訪問入浴介護
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導
訪問看護
通所介護（デイサービス）
�通所リハビリテーション（デイケア）
�短期入所生活介護（ショートステイ）
短期入所療養介護
特定施設入居者生活介護
福祉用具貸与
福祉用具購入費の支給
住宅改修費の支給

�介護老人福祉施設
（特別養護老人ホー
ム）（※1）
介護老人保健施設
介護医療院

�定期巡回・随時対応型訪問
介護看護
夜間対応型訪問介護
認知症対応型通所介護
�認知症対応型共同生活介護
（グループホーム）
�小規模多機能型居宅介護
�地域密着型介護老人福祉施
設
地域密着型通所介護

受けられません

※1　介護老人福祉施設は、原則として要介護3以上の人が利用できます。
※2　地域密着型サービスは、原則として本市の被保険者のみ利用できます。
※3　介護予防認知症対応型共同生活介護は、要支援2の人のみ利用できます。

介護サービスなどの内容 

※上記の限度額に含まれないサービス
　（下記のサービスは1割〜3割負担で使える限度額が個別に設けられています）
　 特定福祉用具購入（特定介護予防福祉用具購入）………年間10万円<自己負担1万円〜3万円>
　 居宅介護住宅改修（介護予防住宅改修）…………………20万円（同一住宅）<自己負担2万円〜6万円>
　 居宅療養管理指導（介護予防居宅療養管理指導）………�医師の場合は1か月1万280円（月2回まで）� �

<自己負担1,028円または2,056円>など
※施設に入所して利用するサービスは、上記の限度額に含まれません。
※今後、金額は変更になる場合があります。

要介護状態区分 1か月の支給限度額 自己負担（1割） 自己負担（2割） 自己負担（3割）
事業対象者 50,320円 5,032円 10,064円 15,096円
要支援1 50,320円 5,032円 10,064円 15,096円
要支援2 105,310円 10,531円 21,062円 31,593円
要介護1 167,650円 16,765円 33,530円 50,295円
要介護2 197,050円 19,705円 39,410円 59,115円
要介護3 270,480円 27,048円 54,096円 81,144円
要介護4 309,380円 30,938円 61,876円 82,814円
要介護5 362,170円 36,217円 72,434円 108,651円

在宅サービスの支給限度額
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本庁舎 松井田庁舎 谷津庁舎 安中しんくみスポーツセンター碓氷川クリーンセンター本 松 谷 ク ス

　地域包括支援センターは、高齢者の皆さんが、住み慣
れた地域でいつまでも安心して、その人らしい生きが
いのある生活を送ることができるよう、日常生活にお
ける悩みや心配事などを相談できる窓口です。介護や
健康、福祉、医療などに関する様々な相談対応、支援を
行っています。

地域包括支援センター
（愛称：ささえ愛センターあんなか）

高額介護（介護予防）サービス
　同じ月に利用した介護サービス利用者負担（1～3割）
の合計が高額になり、一定の限度額を超えたときは、超
えた分が「高額介護サービス費」として後から給付され
ます。対象になる人には申請のご案内をしています。

高額医療合算介護（介護予防）サービス
　同一世帯内で介護保険と国保などの医療保険の両方
を利用して、介護と医療の自己負担額が一定の限度額
を超えたときは、超えた分が払い戻されます。対象にな
る人には申請のご案内をしています。

特定入所者（介護予防）サービス費
　低所得の要介護者などが施設サービスや短期入所
サービスを利用したとき、食費・居住費について補足給
付として支給されます。
　なお、このサービス費は施設などに直接支払われ、低
所得者の負担は所得に応じた限度額までとなります。

担当地区 所在地 電話番号

安中市地域包括
支援センター
（高齢者支援課）

旧安中
地域 安中2-13-7

☎ �027-382-
1111旧松井田

地域 松井田町新堀245

包括的支援事業・任意事業
総合相談

　在宅介護、施設入所、介護保険・福祉サービスの利用、
認知症への対応など、高齢者支援に関する各種相談対
応、支援を行います。
権利擁護

　高齢者の権利侵害や虐待等を予防するため、成年後
見制度などの紹介や利用手続きの支援、虐待の早期発
見・対応などを行います。
包括的・継続的ケアマネジメント

　高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができ
るよう介護サービス事業者や医療行政機関、地域の関
係者などのネットワークづくりを行うとともに地域の
ケアマネージャーに対する支援などを行います。
生活支援体制整備事業

　生活支援コーディネーターを配置し、地域の生活支
援を担う事業主体等と連携しながら、日常生活上の支
援体制の充実・強化および高齢者の社会参加の推進を
一体的に行います。
認知症総合支援事業

　認知症になっても本人の意思が尊重され、住み慣れ
た地域で暮らし続けられるよう、認知症の人やその家
族に対する支援を行います。
地域ケア会議推進事業

　高齢者が地域におけるその人らしい生活を継続でき
るよう、生活上の課題検討や支援ネットワークの構築、
地域課題の把握、解決策の検討などを行います。
在宅医療・介護連携推進事業

　医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住
み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続
けることができるよう、在宅医療と介護が一体的に提
供できるよう連携促進を行います。
認知症高齢者見守り事業

　地域の団体等による認知症高齢者の見守り体制ネッ
トワークを構築します。
　また、行方不明時の早期発見、早期対応を目的とし
た徘徊高齢者等事前登録制度、GPS機器の貸与、見守り
シールの交付等を行います。

介護予防・日常生活支援総合事業
介護予防ケアマネジメント事業

　要支援1・2、事業対象者の人が自立した日常生活を継
続できるよう介護予防ケアプランの作成、サービスの
利用調整などを行います。
一般介護予防事業

　高齢者の皆さんが元気でいきいきとした生活が継続
できるよう、介護や認知症予防の取り組みを行います。

主な業務内容
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